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宮崎県告示第 344号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成28年５月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域

の箇所（渓流）番号
地 区 名市町村名

土 石 流05湿 363湿２湿 044市 の 谷 川小 林 市

土 石 流05湿 363湿２湿 045夏 木 表

土 石 流05湿 363湿２湿 046鳥田町16

土 石 流05湿 363湿２湿 053鳥田町20

急傾斜地の崩壊英湿１湿0754城 山

急傾斜地の崩壊英湿１湿0761永 田 平

急傾斜地の崩壊英湿１湿0762細野第２

急傾斜地の崩壊英湿１湿3296十日町湿２

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5339十日町湿３

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5340永 田 町

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5340湿新臼
永田町湿新

臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5636夏木湿２

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5636湿新臼
夏木湿２湿

新臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5637夏木湿３

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5637湿新臼
夏木湿３湿

新臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5638夏木湿４

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5638湿新臼
夏木湿４湿

新臼

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び小林土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 345号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害特別警戒区域を指定する。

なお、土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必

要な衝撃に関する事項については、次の図のとおりとする。

平成28年５月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土 砂 災 害 特 別
警 戒 区 域 の 箇 所
（ 渓 流 ） 番 号

地 区 名市町村名

土 石 流05湿 363湿２湿 044市 の 谷 川小 林 市

土 石 流05湿 363湿２湿 045夏 木 表

土 石 流05湿 363湿２湿 046鳥田町16

土 石 流05湿 363湿２湿 053鳥田町20

急傾斜地の崩壊英湿１湿0754城 山

急傾斜地の崩壊英湿１湿0761永 田 平
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急傾斜地の崩壊英湿１湿0762細野第２

急傾斜地の崩壊英湿１湿3296十日町湿２

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5339十日町湿３

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5340永 田 町

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5340湿新臼
永田町湿新

臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5636夏木湿２

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5636湿新臼
夏木湿２湿

新臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5637夏木湿３

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5637湿新臼
夏木湿３湿

新臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5638夏木湿４

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5638湿新臼
夏木湿４湿

新臼

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び小林土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

公公 告告

測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第２項の規定により、宮

崎県公報第2676号により公告した基本測量（「電子国土基本図（地

図情報）」修正測量及び「国土広域情報」修正測量）が平成28年３

月31日終了した旨、国土交通省国土地理院長から通知があった。

平成28年５月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣
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